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仙
台
市
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
の
助
成
に
関
す
る
条
例 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
条
例
は
、
生
活
に
困
窮
す
る
介
護
保
険
の
被
保
険
者
に
対
し
、
本
市
が
行
う
介
護
保
険
に
お
け
る
保
険
給
付

の
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
に
係
る
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

負
担
の
軽
減
を
図
り
、
も
っ
て
高
齢
者
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
対
象
者
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
よ
る
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人
（
次
条
に
お
い
て
「
対
象
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。 

 

一 

仙
台
市
介
護
保
険
条
例
（
平
成
十
二
年
仙
台
市
条
例
第
四
号
）
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
第
一

号
被
保
険
者 

 

二 

仙
台
市
介
護
保
険
条
例
附
則
第
十
一
項
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者 

 

（
助
成
の
内
容
及
び
方
法
） 

第
三
条 

市
長
は
、
対
象
者
に
対
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
の
額
か
ら
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
保
険
給
付
の

額
を
控
除
し
た
額
の
う
ち
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
助
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
譲
渡
又
は
担
保
の
禁
止
） 

第
四
条 

こ
の
条
例
に
よ
る
助
成
を
受
け
る
権
利
は
、
他
人
に
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
助
成
費
の
返
還
） 

第
五
条 

市
長
は
、
虚
偽
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
こ
の
条
例
に
よ
る
助
成
を
受
け
た
人
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
助
成
を

受
け
た
額
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

（
委
任
） 

第
六
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 
 

理 

由 

 

生
活
に
困
窮
す
る
介
護
保
険
の
被
保
険
者
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
被
保
険
者
が
自
己
負
担
す
る
介
護

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
た
め
、
新
た
に
条
例
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提

出
す
る
理
由
で
あ
る
。  
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